
短答対策 これ問！ 改正差し替え ● 意－1 

無断複製・頒布を禁じます ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 

これポン６ 公知になった意匠については最先の日に行われた行為について新喪例の適用を受ける

べき 

[H29追-意03-4]甲は、令和元年６月１日に、自ら創作した意匠イを自己のイ

ンターネットホームページで公表し、同年９月20日に意匠イについて、イン

ターネットホームページでの公開についての証明書を添付して意匠法第４条

第２項の規定の適用を受ける意匠登録出願Ａをした。しかし、甲は、意匠イ

に類似する意匠ロを自ら創作し、同年９月10日に展示会に出品していた。甲

は、意匠イについて意匠登録を受けることができない。 

×：最先の意匠イ

のみ手続をすれば

よい 

[H27-31-2]甲は、「卓上電子計算機」の意匠イを自ら創作し、ウェブページ上

で不特定の一般公衆に公開し、その１月後にイの形状をそのまま模した「チ

ョコレート」の意匠ロを自ら創作し、販売を開始した。甲が、ロを公開して

３月後に、ロに係る意匠登録出願をするとき、イについてのみの新規性喪失

の例外の規定の適用を受ければ、ロについて意匠登録を受けることができる

場合がある。【★★】 

×：ロについては

非類似物品である

ためロについても

別に手続必要 

[H25-17-ニ]甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イを３

月前に発行された雑誌Ｘ及び１月前に開催された展示会Ｙの双方で自ら公開

していた。この場合、甲は、Ｘにおけるイの公開から１年以内に、Ｙにおけ

るイについてのみ意匠法第４条第２項の規定の適用を受けるイに係る意匠登

録出願を行うことにより、イがＸにおけるイの公開に起因して意匠法第３条

第１項第１号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されること

はない。 

×：公知になった

最先の日であるＸ

について手続が必

要 

[H20-39-イ]甲は、自ら創作した意匠イを刊行物に記載して公表し、その１月

後にイについて意匠法第４条第２項の規定の適用を受けるための適法な手続

をして意匠登録出願Ａをした。このとき、甲が、イの公表後であってＡの出

願前に、イに類似する自ら創作した意匠ロを刊行物に記載して公表していた

ときは、甲は、ロについて同項の規定の適用を受けるための手続をしていな

くても、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。【★★】 

○： 最先の日に公

知になった刊行

物。類似の範囲ま

で手続不要 

これポン７ 同日に公知になった意匠がある場合は１つのみ手続をすればよい 

[R03-意02-1改]甲は、意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して、両方を同

日に公開した。甲は、公開後１年以内に、意匠イについて意匠登録出願Ａを

し、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Ｂを

した。甲は、出願Ａをするに際し、公開した意匠イのみについて新規性の喪

失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば、出願Ａ及び出願Ｂにつ

いて、意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第３条に規定する新規性

要件違反による拒絶を回避することができる。 

○：イロは同日に

公開しているので

手続は１つでよ

い。Ｂは関連意匠

のため、新規性の

判断はされない 



意－2 ● 短答対策 これ問！ 改正差し替え 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 無断複製・頒布を禁じます 

[R01-意05-2改]甲は、互いに類似する意匠イ及び意匠ロを同日に公知にした

後、意匠イについて、意匠法第４条第２項の適用を受けようとする旨を記載し

て意匠登録出願Ａをし、出願日から30日以内に意匠イのみについて、意匠法第

４条第３項に規定する証明書を提出した。出願Ａは、意匠ロの存在を理由に、

意匠法第３条第１項第３号に該当するとして拒絶されない場合がある。なお、

言及した条文の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。 

○：同日の場合は

１つの意匠のみ手

続すればよい 

 

 


